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第33回国土審議会土地政策分科会企画部会 

令和元年９月11日 

 

 

【企画課企画専門官】  お待たせいたしました。定刻となりましたので、ただいまから

第33回国土審議会土地政策分科会企画部会を開催させていただきます。 

 委員の皆様方におかれましては、大変お忙しいところお集まりいただきまして、ありが

とうございます。 

 私は、事務局を務めさせていただいております国土交通省土地・建設産業局企画課の近

藤でございます。しばらくの間、進行を務めさせていただきます。 

 本日は、松尾委員、保井委員、清水委員、瀬田委員、染谷委員におかれましては、欠席

の御連絡をいただいております。 

 また、省庁側の出席者については、時間の都合上、座席表をもって紹介にかえさせてい

ただきます。 

 本日の会議につきましても、冒頭のみカメラ撮り可、議事及び会議資料は原則として公

開、議事録につきましては、発言者を含めて公表とさせていただきたく思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 また、本日も政府全体の取り組みにのっとりまして、出席者の皆様にはタブレット端末

を用いたペーパーレス形式で資料をご用意しております。本日御出席の委員の皆様におか

れましては、既にタブレット端末を御利用いただいたことがおありかと存じますので、説

明については省略させていただきますが、もし端末の不具合や操作方法で御不明な点がご

ざいましたら、お手元の操作に関する御案内を御覧いただくか、後方におります事務局担

当者にお申しつけください。 

 続きまして、本日の資料につきましては議事次第に記載のとおりでございます。資料１

から一部抜粋したものを印刷して配付してございますが、これを含めた本日の資料一式は

全てタブレット端末中に保存しております。不備等ございましたら、議事の途中でも結構

ですので事務局にお申し付けいただければと存じます。 

 なお、審議の中で御発言いただく際には、机上のマイクのスイッチをオンにしてから御

発言をお願いいたします。また、御発言後にはマイクのスイッチをオフにするよう、お願

いいたします。 
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 それでは、これより議事に入りますので、カメラ撮りはここまでとさせていただきたい

と思います。 

 以降の議事進行につきましては、部会長にお願いしたいと存じます。中井部会長、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

【中井部会長】  皆さん、おはようございます。 

 それでは、これから部会を始めさせていただきますけれども、本日は事務局より、「最適

活用の実現」に向けた土地政策の今後の方向性についてという議事が示されております。

進め方については、議事次第のとおり、まずは事務局より資料の説明をいただきまして、

その後、意見交換の時間を設けたいと思います。 

 それでは、議事の１として、まず資料１について事務局より説明をお願いいたします。

しばらく事務局からの説明が続きますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 

【大臣官房参事官】  おはようございます。土地政策の担当参事官の横山でございます。 

 まず、資料１の御説明をさせていただきたいと思います。事務局側で操作いたしますの

で、タブレットのほうを御覧いただければと思います。 

 まず、１ページが今後の調査審議の進め方で、２ページから内容に入りますけれども、

前回も御説明いたしましたように、2016年にまとめていただきました土地政策の新たな方

向性を議論の出発点として進めるということを改めて御説明させていただく趣旨でござい

ます。新たな方向性について、前回、2016年にまとめていただいた内容をここに抜粋して

ございますけれども、成長分野の土地需要をしっかり捉えていくという観点と、ストック

をうまく使って質の向上に資するような豊かな土地利用を実現するという観点、そして、

それらについて、以下の３つのフェーズからなる個々の土地に着目した最適な活用・管理

を実現するというような方向性をお示しいただいているというものでございます。この３

つのフェーズといいますのは、若干重なり合う部分もあるのですけれども、既に有効に活

用され適切に管理されているストックについて、最適活用をどういうふうに実現していく

かということと、低・未利用の土地・不動産ストックをどのように創造的に活用していく

か、需要を喚起して創造的に活用していくかということ、それから、宅地ストックが放棄

されることによって将来の土地利用に支障を来さないように、放棄宅地化をいかに抑制す

るかと、この３つのフェーズをお示しいただいたというのが2016年の方向性でございまし

た。この方向性そのものについて、これから土地基本法の改正に反映することも念頭に、

どのような視点で見直していくか、加えることがあるのかというようなことを１つ御議論
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いただかなければいけないということと、この方向性、大きくは踏襲していいのではない

かと事務局側でも思ってございますけれども、この方向性に沿って、要は具体的な施策、

今後どのような方向性で中期的に展開していくのかと、それを見越して、まず何に取り組

むべきなのかと、そのあたりを御議論いただきたいということでございます。改めまして、

出発点を御説明させていただきました。 

 めくっていただきまして、次、３ページですけれども、前回の全体像をここに示してご

ざいます。ちょっと文字が細かくて恐縮ですけれども、今も御説明したように、大きく３

つのフェーズが整理されていて、最適活用と創造的活用に共通として、それを支える情報

基盤の充実という項目が３という項目で整理されているというような構造になってござい

ますけれども、大きな議論の塊としては、この左側の最適活用の実現というところが１つ

の塊になり、２つ目の塊として創造的活用の実現とか、放棄宅地化の抑制というのを１つ

の塊としてご議論いただくのが御議論していただきやすいかなということで考えていると

いうものをお示ししているということです。本日は、この最適活用の実現ということを中

心に御議論をしていただければということでございます。次回、創造的活用とか、放棄宅

地化の抑制ということを中心にした議論をしていただくということを想定しているという

ことでございます。 

 次のページですが、今申し上げたことも念頭に、年内の予定を、もう委員の方々もお忙

しいので、なかなか全ての方のご都合を調整し切れていないところもございますけれども、

年内に何とか４回開催、今日も含めて、させていただく方向で整理させていただいている

と。そして、今日を含めて、まず２回に２つのテーマでディスカッションをしていただい

た上で、そのあたりを踏まえて、11月に事務局で中間とりまとめに向けたたたき台のよう

なものをお示ししながら、11月、12月と、年内の、まず優先的に取り組む方向性等につい

てのとりまとめをしていただけるような形でご提示させていただいて御議論いただくとい

う予定をお示ししているものでございます。 

 めくっていただきまして、それでは、今日御議論いただく議論の参考になるような情報

を事務局のほうで整理させていただいておりますので、実質的には中身の説明に入らせて

いただきます。少し基本的なデータ等、もう御案内のものも多うございますけれども、入

れさせていただいてございます。 

 地価の状況でございますけれども、全国の地価、この土地基本法制定後の流れ、全体が

見えるように変動率を書かせていただいてございますけれども、バブル期以降下落基調で
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あったのが、住宅・商業地いずれについても近年上昇に転じていると。全体として下げ止

まって、これから少し触れさせていただいています、堅調な需要とか、成長している分野

等にうまくコミットしたところでは地価が上昇基調になるというのが今の傾向ではないか

なというふうに思ってございます。 

 次のページですが、１つの成長分野として期待されている分野として、訪日外国人旅行

者の増加という部分があろうかなと思います。ここにお示ししてあるように、旅行者数自

体も推移していますし、宿泊関係のデータも非常に堅調に推移しているというデータでご

ざいます。 

 それから、次のページですが、ｅコマースの進展等が背景にあると言われておりますけ

れども、物流・宅配等の需要がかなり伸びてきているというデータもございます。 

 次ですけれども、オフィス市況の堅調な推移でございますけれども、空室率を象徴的に

書かせていただいてございますけれども、リーマン・ショックで一時上がりましたが、非

常に堅調に推移していまして、歴史的にも非常に低いような状況になっているということ

でございます。かなり供給もされている中でこういう状況になっているということかなと

思っています。 

 これが大都市圏でございますけれども、次ですが、地方都市でもかなり水準としては低

い状況になってございます。地方都市の場合は、都市によって供給も逼迫しているという

ことも背景で、いろいろ背景は個別にはあるかと思いますけれども、非常に状況が逼迫し

ているというのは、大きな地方都市、札仙広福等にも共通している状況かなと思います。 

 それから、土地基本法制定時から非常に大きく変化した状況として、不動産投資の小口

化・証券化という手段の発展があると思いますけれども、バブル崩壊後、低迷する不動産

市場に新たな資金の流れができてきた経緯でございます。これをいかに良質なストック形

成につなげるかということで進めてきているわけですけれども、全体として堅調に推移し

てきているということでございますし、今、政府目標、2020年ごろに30兆円と、目標に向

けて取組が進んでいるというデータでございます。 

 次のページですが、証券化の中でもＪリートの部分のデータですけれども、先ほど少し

データ等で触れたものも含めて、新たな需要に対応する形で多様化が進んでいるというよ

うなところが、このデータでも見てとれるということでございます。 

 めくっていただきまして、地方圏でのリート等の進展のデータですけれども、この折れ

線グラフはリーマン・ショック後、若干下振れしているのですけれども、全体としては、
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割合として地方圏でも小口化、証券化の動きが広がってきているというデータもございま

す。 

 次のページですが、既存住宅流通の状況でございますけれども、国際的には日本の既存

住宅の市場はまだまだ流通シェアから見ると発展の余地があるのではないかと言われてい

ます。全体としてシェアは伸びてきていますけれども、まだまだ伸びしろがあるのではな

いかというデータでございます。 

 次ですけれども、不動産市場の国際化の状況でございます。１つは、国内市場に対して

の外資の割合が上昇基調にあるということと、逆に、海外への不動産投資の増加が見られ

るというような動きを示しているものでございます。少しつまみ食い的なかいつまんだデ

ータでございますけれども、１つの議論の出発点として、このような動きを念頭に置いて

みてはどうかということでございます。 

 それから、次ですが、前回、今日御議論いただく成長分野の最適活用を図っていくとい

うこととの関係で、既に何点か御指摘をいただいているので、少し備忘的に整理させてい

ただいているものでございます。 

 成長分野の土地事情を踏まえて、土地・不動産活用を円滑化にしていくということに関

しては、土地利用の変化が生じているのをうまく捉えていくというようなことが大事だと

いうご指摘をいただいているほか、投資市場の成長に向けては、ESG投資について、ESG投

資が注目されていて、投資を呼び込むという観点も大事なのだけれども、そもそも我が国

の不動産ストックをそういう方向に持っていくということをしっかり考えて取り組むとい

うようなことも大事だというような御指摘もいただいたかなと思います。 

 それから、不動産流通の活性化とか国際化への対応については、既存ストックの流通に

向けてのインスペクションについてしっかり後押しすることが必要なのではないかとか、

不動産テックを進めていくというようなことが大事なのではないかというような御指摘も

いただいているということです。 

 それから、最適活用を支える情報基盤の充実ということで、不動産市場にかかわるデー

タを、官民にそれぞれあるわけですけれども、それをオープンにしていくというようなこ

とについて御指摘を頂いたりとか、どうしても日本の場合、災害リスクということが国際

的にも注目される部分がありますので、そういうところも含めて、災害リスク情報をどう

いうふうにオープンにしていくかというようなことについても、問題意識が、御指摘があ

ったかなというふうに思ってございます。 
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 次ですけれども、今日の御議論に向けて、事務局として、改めまして最近の最適活用の

実現に向けた取組と、それを踏まえて、今後こういう方向性でやっていくよ、よろしいで

しょうかというたたき台としてのイメージをお示ししているものでございます。非常に抽

象度が高い内容になってございます部分もありますので、今日の御議論でいろいろ御指摘

いただければというふうに思ってございます。 

 ページの構造としては、これまでの主な取組ということで、長い目で見て大きなトピッ

クになりそうな取組を取り上げつつ、最近の主な取組ということで、この2016をつくって

いただいて以降、特に取り組んだこと等について、全てではございませんけれども、主な

ものを少し取り上げて、議論の材料にしていただければという趣旨でございます。 

 この成長分野の土地利用を踏まえて、不動産活用の円滑化を重点的に支援していくとい

う論点に関しましては、大きな取組としては、国際競争力を強化するための都市再生の取

組と、コンパクト・プラス・ネットワークということで全国の都市再生を進めていくとい

うような取組がずっと進められているところかなと思います。 

 最近の主な取組としては、そういう方向性に沿って、そのつくり込みについてさまざま

な論点で検討が進められている。イノベーションの創出等による都市の成長に向けた「居

心地が良く歩きたくなるまちなか」からはじまる都市の再生を進めていくべきではないか

というような議論でありますとか、まちなかの魅力の向上、防災対策と連携強化したコン

パクトシティの取り組みを進めていく、あるいは、まちなかでエリアマネジメントの負担

金制度を導入してエリアマネジメントを支援していくというような取り組みも進められて

いる。あるいは、緑地・農地を生かす、緑化を積極的に進めるというようなことを含めた

グリーンインフラを、都市の再生とかコンパクトシティ化の中でいかに取り込んでいくか

というようなことも、観点として論点に置いていこうかと思っております。 

 こういうような流れの中で、今後の方向性としては、新たな需要を踏まえた都市再生と

か地域再生を通じて、既存ストックを含む官民の土地・不動産最適活用を図って、地域の

にぎわいと活力を生み出し、土地需要をいかに喚起していくかというような観点を深めて

いかなければならないのではないかというふうに考えてございます。 

 次ですけれども、投資市場のさらなる成長に向けた環境整備の関係でございます。前回

のとりまとめ、2016のとりまとめでは、証券化を進めていくとか、PRE・CREの活用促進と

いうような施策と結びついていた項目でございますけれども、こういうようなところに関

しましても、これまでの主な取組としては、証券化手法の発展を含めて、投資市場の環境



 

 -7- 

整備を進めてきておりますのと、PRE・CREの活用についても、いろいろな支援を実施する

というような取組を進めてきたところでございます。最近の主な取組としては、投資の方

向性として、ESGとかSDGsというような観点でいかに呼び込んでいくかというような議論

を進めさせていただいています。ここでは、証券化にかかる事業の、より円滑に使えるよ

うな税制措置などの拡充も図らせていただいているような動きがございます。 

 今後の方向性といたしましては、持続可能性の確保とか地方創生とか、政府全体の政策

目標という抽象的な書き方をしていますけれども、投資の量を増やしていく、良質なもの

に投資を誘導していくと、そして良質な不動産ストックの形成につなげるというような観

点で、不動産投資市場の環境整備をいかに進めて投資を活性化していくかというようなこ

とを考えていかなければいけないのかなというふうに考えているところでございます。 

 次ですが、不動産流通の活性化、不動産市場の国際化への対応の項目でございます。こ

れまでの主な取組としましては、流通活性化に向けた税制でありますとか、既存住宅流通

に向けた制度の整備、あるいは、国際化に関して言うと、国際化、インバウンド投資に向

けたマニュアルをつくるとか、そういうような取組を進めさせていただいているというこ

とでございます。 

 最近の主な取組としましては、さらに議論を深めまして、特に不動産業のここ10年あた

りの発展についてのビジョンをお示しするようなものを提示させていただいたり、既存住

宅の流通に向けた新たな取組等も進めさせていただいている。あるいは、新しい技術の導

入みたいなことによって、流通の円滑化を図るというような取組をさせていただいている

というところでございます。 

 今後の方向性でございますけれども、既存ストックの流通とか、国際化への対応を図る

中で、新技術の活用なども加速化して、流通のさらなる活性化を図るという方向性なので

はないかということでございます。 

 次ですけれども、最適活用を支える情報基盤の充実という項目でございます。これまで

も、ある程度、生の取引価格情報をベースにしたデータの提示でありますとか、もちろん、

公的評価に基づくデータの提示であるというような取組も進めてきておりますし、あるい

は、国土調査等についても進めてきているわけでございますけれども、最近の主な取組と

しては、国際的な標準にのっとった不動産価格指数の本格運用でございますとか、地価公

示の最終的な評価額だけではなくて、その前提になっている情報もオープン化を進めると

いうような取組、あるいは、災害リスク情報について、いかにオープンにしていくかとい
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うような取組についても、少しずつ取組を進めているということでございます。 

 今後の方向性としては、データのオープン化、官民の保有する情報の積極的活用という

ようなことを念頭に、不動産市場の透明化等を進めまして、市場の取引の円滑化、投資の

促進を下支えする環境を整えていくという方向性になるのではないかという考え方をお示

ししているところでございます。 

 少し、まだ抽象度の高い方向性のたたき台をお示ししている段階でございますけれども、

このあたりに対して、本日は御指摘を頂ければと思ってございます。 

 ここに引き続きまして、最近の取組の主なものについて、もう少し詳しく各担当からご

説明をさせていただく予定にしてございます。 

 私からの説明は以上でございます。 

【中井部会長】  それでは、引き続いて資料２になりますけれども、土地・建設産業局

の不動産市場整備課、不動産業課、地価調査課の順に御説明をお願いいたします。 

【不動産市場整備課長】  御紹介いただきました、国土交通省の土地・建設産業局の不

動産市場整備課長の武藤でございます。時間もございますので、かいつまんでご説明させ

ていただきます。 

 資料２でございますけれども、まず、２ページで、今ご説明する全体の見取りなのです

けれども、不動産投資市場の活性化という中でいきますと、都市における生産性の向上、

Ｊリート市場の拡大とかそういった話、地方の創生に関する話、ESG不動産投資、情報基盤

の充実とございまして、それから、下のほうからで、情報基盤の充実、ESG不動産投資、そ

して地方の創生、こういったことに向けた不動産投資市場のあり方の取組について御説明

させていただきます。 

 ４ページですけれども、我々としては、不動産取引価格情報の公表というのを平成18年

４月からやっておりまして、今でも不動産の取引というものが個人情報に配慮したような

形でホームページ上で公表しているところでございます。これを、金融機関とか、不動産

事業者等、幅広く活用されている状況でございます。 

 続きまして、不動産価格指数というものがございますけれども、これも、平成24年８月

から住宅用の不動産価格指数の試験運用を始めています。この背景としては、IMFでリーマ

ン・ショックの発生の反省などから、いろいろな各国の景気変動を把握する上で、この経

済・金融データの公表というものを要請してきたというところで、こういう住宅の指数を

整備しました。追って、平成28年から、商業用不動産の指数も公表しているところでござ
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います。 

 そういった中で、来年度の予算要求でございますけれども、この指数の安定的な運用を

図るということを予定していまして、あと、追加の予算要求としましては、不動産の取引

量、特に既存住宅の取引量に関する公表・運用、こういったものの必要性が高まってきて

います。新築住宅の戸数というのも今発表しているところですけれども、既存住宅の動向

についても、月次等で把握していくことが重要と考えていまして、そういったものの運用

の経費を予算要求しているところでございます。 

 続きまして、７ページでございますけれども、既存住宅の取引量に加えて、やはりサブ

リース問題、あるいはアパートローンの問題とか、いろいろな問題が賃貸住宅市場でも出

ていますので、この賃料、空室率、利回り、こういったもののデータの充実も必要である

ということでございまして、このあたりも、今、官民それぞれで持っているデータがあり

ますので、そういったものを活用しながら、この賃料のデータを整備していく、こういう

ものを予算要求しているところでございます。 

 あと、今まで申し上げたものは線的なデータというか、月次等で動いていくデータの話

なのですけれども、今後の少子高齢化の動向等を考えますと、面的なデータが必要ではな

いかということで、ここの雑誌記事がございますけれども、再開発したところは急に地価

が上がる、あるいは、高齢化していくと郊外から地価が下がると、こういった、場所によ

ったいろいろな動きがありますので、こういったものの把握も重要ではないかということ

で、関連の予算を要求しているところであります。今でも、不動産取引価格とか取引量、

あとは地価公示などのデータがございますけれども、こういったものの見える化を図る。

あと、民間でも情報通信関連企業とありますけれども、いわゆるビッグデータを持ってい

る企業などがございますので、そういったものと連携しながら、できるだけ面的なデータ

を把握していく、こういったことに取り組んでいるところでございます。 

 続きまして、ESGの関係では、先に、７月に我が国の不動産へのESG投資の促進に向けた

報告というものを行っておりまして、基本的には、中長期的な収益を確保することにも資

する不動産へのESG投資を促進すべきというメッセージを発信していくべき、そういうお

話をいただいて、今、この報告書を持ちながら、各地に周知・普及などを行っています。 

 そういった中で、今後の取り組みとしましては、TCFDへの対応がございます。耳なれな

い言葉でもあるかもしれませんけれども、2015年のパリ協定で、いわゆる２℃目標という

ものが定められまして、この工業化以前よりも２℃より下方に世界の平均気温の上昇を抑
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えるという、そういう目標が定められたわけですけれども、そういった中で、それを達成

するためには、石油、ガス、石炭の埋蔵量の大部分が燃やせなくなるではないか、そうい

ったことが課題として意識されたと。そうしますと、それが投資市場に大きく影響を与え

るということで、この気候変動の関連の、13ページにございますけれども、財務情報開示

タスクフォース、これを金融安定理事会が設置した。このTCFD提言に賛同する金融セクタ

ー、非金融セクターが、このいろいろな情報開示をしていくと。そうした中で、このガバ

ナンス、戦略、リスクマネジメント、こういったところ、４つの項目について開示事項が

示されているわけですけれども、15ページで、我が国としては、2018年12月から経産省、

環境省で、全産業にわたるTCFD対応というもののガイダンスが進んでいる一方で、不動産

企業に対しては、必ずしも明確なガイダンス、あるいは国際的なフレームワークにのっと

った開示というものが進んでいない、こういうところで、海外事例、あるいは国内の先進

事例を見ながら、日本の不動産投資市場において、ESGの対応に関する望ましい情報の開示

のあり方、こういったものを検討していくことで予算要求をしております。 

 続きまして、地方の不動産投資の関係ですけれども、今日はあまり時間がございません

けれども、我々としては、地方でこそ、この不動産の証券化というのは効くというふうに

思っていまして、やはり、お金が出てこない、地方でいきますと、開発事業者のお金のあ

るところが地方を開発してしまうところが、そういった一方で、証券化をすることによっ

て、地域でファイナンスができる。地元企業とか、住民とか、地域金融機関がお金を出し

合って開発することが、証券化によってできるのではないかというものでございます。 

 これはスキームの話でありますけれども、その中でも、不動産特定共同事業、我々はFTK

というふうに言い始めていますけれども、こういった不動産特定共同事業という枠組みを

使って、新しい証券化のスキームができるのではないかというふうに考えております。そ

の事例としてですけれども、石川県の小松市では、遊休の市有地がございまして、これは

百貨店跡地でいわゆる公的不動産、PREというふうに言えるわけですけれども、これに対し

て、地方創生に資する事業への貢献のために、地元の投資家から出資を集めて、地域の金

融機関の融資などを受けて、このホテルとか、公立小松大学とか、こういったものの入っ

たビルをつくったと。45億円で、この不動産特定共同事業のSPC型の証券を使ったというも

のでございます。スキーム図は21ページのとおりでございます。 

 PREではなくて、CREというか、廃業した旅館に対しても、こういったFTKのSPCスキーム

というのを使っていまして、これはREVICさんの支援にもよるのですけれども、富士屋旅館
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という旅館を再生して、事業費としては10.1億円ですけれども、23ページで、横浜銀行と

協働してこのSPCを立ち上げて、再生していく。こういった取り組みを行っているところで

あります。我々としては、こういったものをさらに進めていく。特に、PREとかでいきます

と、地方公共団体の理解が欠かせませんので、そういった事業者のネットワークを構築し

ていく。あと、モデル事業の支援も引き続き行っていく。そして、小規模不動産特定共同

事業というのも平成29年から法改正で入れておりますけれども、やはり、業務管理者とい

うお金の管理をできる人の存在というのが欠かせないということで、この支援というのを

やっていくということを予算要求しております。 

 あとは、全般的な不動産市場、不動産投資市場に関しては、こういった長期保有土地等

に係る事業用資産の買換特例の税制要求をしていまして、これの延長を現在目指して動い

ているところでございます。 

 不動産投資市場に関しては以上でございます。 

【不動産業課長】  続きまして、不動産業について御説明をします。不動産業課長の須

藤と申します。 

 不動産業につきましては、前回の当企画部会でも御紹介しましたように、不動産業ビジ

ョン2030というものを今年の４月に制定・策定をいたしました。これも同じように、今議

論になっているように、不動産最適活用を図っていくために、不動産業の将来像、あるい

は官民共通の目標、こういったものを整理いたしました。その上で、民の役割、官の役割

ということで、特に民の役割で言えば、他業種連携によるトータルサービスの提供ですと

か、あるいはAI、IoT等新技術の有効活用、こういったものが求められること。それから、

官の役割につきましては、今後の重点的に検討すべき政策課題というものも何点か議論さ

れて提示されたわけであります。 

 本日はこの中で、現在取り組んでいる不動産の最適活用に向けた取組、あるいは、今後

取り組んでいくようなことについてお話をさせていただきたいと思います。 

 まず１つは、既存住宅の流通市場の活性化ということで、これは昨年の４月から本格施

行しておりますが、宅建業法の一部改正によって、中古住宅、既存住宅の取引の際におけ

るインスペクション、建物の状況調査、こういったものをきちんと促そうということで、

宅建業者が売り手、買い手双方に、売買契約の締結時にインスペクションの業者のあっせ

んの可否を説明して、希望に応じてあっせんすると。そして、インスペクションが実施さ

れた際は、重要事項説明時にその結果を買い主に対し説明していくということで、言って
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みれば、既存住宅に対する質の面での不安、買い手の不安の払拭を図っていくといったよ

うな取組でございます。 

 もう１つは、安心Ｒ住宅ということで、これは同じように、耐震性があって、インスペ

クション、建物状況調査が行われていて、リフォーム等がきちんと行われて、情報提供が

きちんとなされるような住宅については、国に登録した団体が、この既存住宅の取引の広

告時に商標登録したロゴマークを掲載すると。これによって、消費者が安全・安心な中古

住宅を識別可能にするといったような取組でございます。 

 ２点目に、新技術の活用ということでございますが、IT重説というものの取組を進めて

おります。宅建業法に基づきまして、取引の際に重要事項説明といって、業者が消費者に

対して説明を行うことになっておりますが、この重要事項説明、重説について、タブレッ

ト、あるいはテレビ電話等といったものを使ったIT重説ということで、社会的な実験を経

て、賃貸については既に平成29年から本格運用を始めております。それから、売買につい

ては、法人間売買について社会実験を行っている最中ですが、個人間の売買についても、

一定のルールを定めたガイドラインを作成した上で、今年の10月、来月から社会実験を開

始することにしております。 

 また、賃貸取引におけるIT重説は本格運用しているわけですけれども、この重説の書類

を、法律上は宅建業者から消費者の方に現実に交付するということが定められております

が、これを電子化するということについても、同じく来月からの社会実験を経て電子化を

進めていきたいというようなことを考えております。 

 あわせて、こういった新技術の活用を進めていくに当たりまして、言ってみれば中小の

不動産業者、宅建業者さん等におきまして、なかなか新技術の活用に踏み出せないといっ

たような声もよく聞かれるところでありまして、これは来年度予算の要求でありますけれ

ども、新技術を提供するような事業者さんと中小の不動産業者さんをマッチングして、新

技術を活用した取引を、いわゆる実体験していただく。その上で、そういった課題なりを

整理した上で、普及啓発、横展開を図っていこうというようなことを考えております。 

 例えば、サービスの内容としてみれば、VRの内覧ですとか、いろいろな場面での仲介の

際の問い合わせに対する自動応答システム、あるいは、内覧時におけるスマートフォンを

使ったマンションなどの施錠、鍵の開け閉めといったような幾つかの事業があるわけです

けれども、こういったサービスを提供する事業者と不動産業者のマッチングを進めたいと

いうようなことを考えております。 



 

 -13- 

 ３点目にですが、不動産の取引における心理的瑕疵、これについて、ガイドラインの整

備等を進めていきたいと考えております。なかなか心理的瑕疵というのは聞きなれない言

葉かもしれませんけれども、不動産の、物理的な欠陥とか瑕疵と違って、いわゆる不動産

の背景となっているような心理的な瑕疵、例えば、事件とか、事故とか、自殺とか、こう

いったことがあったような物件について、なかなか取引の流通が阻害される場面というの

があります。あるいは、せっかくその取引が実現しても、宅建業者さんの説明が不備だっ

たということで、後々トラブルになって訴訟事例に発展するといったようなことが多々あ

るわけであります。不動産の取引は、御案内のとおり、非常に個別性が高いものですから、

１つの事例がいろいろな事例に一般化して汎用性が高いというわけにはなかなかいかない

わけですけれども、裁判例も幾つか積み上がってきておりますので、そういったものを整

理した上で、一定の取引の際の指針、例えば、宅建業者が説明すべき範囲ですとか、説明

すべき事項ですとか、そういったものも整理して、ガイドラインなどを策定したい。例え

ば、建物でそういったような事例があると、その建物を取り壊して、土地にして取引をし

ようとする場合も、やはりその心理的瑕疵ということでトラブルにつながっているような

事例もありますので、これは関係業界等とも連携した上で、一定の取引の際の指針という

ものの策定に向けて取り組んでいきたい。これも今年度で予算をとっておりますので、こ

ういった取組を進めていきたいと考えております。 

 最後は、災害に関する情報提供の充実化ということでございます。今年の４月に私ども

のほうから、同じ省内の水管理・国土保全局と共同で、不動産の関連団体と都道府県に通

知を出しまして、例えば、不動産の関連団体の中で研修会が行われるような場合には、そ

の場に各都道府県の災害対策の担当者が講師として出てきて、災害等についての説明をす

るといったような取り組みを、都道府県と団体のほうにお願いしているということがあり

ます。 

 さらに加えて、今年の７月に全国知事会において、ハザードマップを物件の取引の際に

説明をしてほしいというような、あるいは重要事項説明の対象となる事項として位置づけ

てほしいというような要望がありました。私どもとしては、その知事会の要望なども受け

まして、７月26日付で、不動産取引時にハザードマップを活用した水害リスクの情報提供

をしてほしいということを団体のほうに要請、お願いしているところでございます。今後

はこういった取組を経た上で、正式に重要事項として位置づけていけるかどうか、こうい

ったことも検討を進めてまいりたいと考えております。 
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 不動産業課からは以上でございます。 

【地価調査課長】  地価調査課長の福永でございます。 

 続きまして、最適活用を支える情報基盤の充実の関係で、地価公示等の取組についてご

紹介させていただきます。 

 まず、地価公示等の地価情報の提供でございますけれども、土地については御存じのよ

うに財としての、土地・建物については財としての個別性でありますとか、そうした中で、

取引を行うに当たっては、情報を適切に提供していく必要があるということで、地価公示、

都道府県地価調査、あるいは最近では地価LOOKレポートということでの四半期動向も含め

た形で、国土交通省において、地価に関する情報を発信しているところでございます。こ

れによって、一般の土地取引の指標としての役割でありますとか、公共用地の補償の算定、

課税評価に当たっての基準という形での調整を図っているところでございます。 

 地価公示につきましては、これまで、地価公示の結果の価格というものをずっと公表し

てきたわけでございますが、さらにそのデータを生かしていきたいということで、国土交

通省のホームページで、本年の３月から、地価公示の2,600の標準点について、鑑定評価書

につきましても、全てのページの公開を始めたところでございます。鑑定評価を決定する

に当たって必要な取引事例の確保でありますとか、あるいは、収益還元法の具体的な適用

プロセスといったものを、評価の過程を明らかにすることによって、鑑定評価に対する国

民の理解、あるいはこうした地価の決定についての社会的な認知度、信頼度の向上に寄与

していくものというふうに考えております。 

 あわせまして、このデータにつきましては、CSVの形式でのダウンロードもできるという

形にしておりまして、こうしたことによって分析等が可能になって、このデータを活用し

た不動産関連情報サービスの充実が期待されるところでございます。こちらは民間で実際

に進められようとしているサービスの例でございますけれども、例えば、地価公示のデー

タでの、鑑定評価書の中の収益還元のデータをもとにしまして、利回りですとか、そうし

たものを、これは地価公示そのものの利回りではなくて、鑑定評価書のデータをもとに、

提供する会社のほうで計算されたデータになりますけれども、こうした利回りデータとい

うものを地図上も含めて出していくと。これによって、今、Ｊリート等のほうでも取得物

件の情報が公表されておりますけれども、それに加えて、その２万6,000の地点、収益還元

を行っているのは全ての地点ではございませんけれども、多数の地点のこうした利回りデ

ータ等が出るということによって、より最適活用に向けた検討が進むのではないかという
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ふうに期待しております。 

 続きまして、不動産鑑定士の専門性向上の取組ということで、情報基盤として、地価を

測っていくという上では、不動産鑑定士の役割が大きいところでございますけれども、鑑

定評価において、最適活用の、これまでの説明でもありましたように、さまざまな土地の

活用の方法と、不動産の方法というのが進む中で、鑑定評価において取り扱う分野が多岐

にわたるようになっておりまして、そうした中で、不動産鑑定士が高い専門性を身につけ

ていくということが必要になってくると。また、依頼者の方も、そうした依頼目的に応じ

て専門知識を有する鑑定士を適切に判断・選択できるようにしていくことが必要であると

いうことで、こちらは業界団体であります日本不動産鑑定士協会連合会における取り組み

でございますけれども、鑑定士の専門性を認定する研修プログラムということで、今年度

からスタートしているものでございます。まず、今年度からは、証券化と相続の２つのテ

ーマでスタートしているところでございまして、研修を修了した者については、希望者に

ついてでございますけれども、連合会のホームページでも氏名等を公表するということで、

これによって、依頼する方もホームページ上で専門性を有している方を探すことができる

という形になっております。 

 また、その他研修についても、現在の、今御紹介しました専門性研修も含めて、連合会

のほうで研修の内容を充実させ、義務化等も進めるということと、システムを改修するこ

とによって、そうした研修の受講歴というものも、依頼者への情報提供が充実できるよう

にということの取組を進めているところでございます。 

 私のほうからは以上でございます。 

【中井部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、意見交換に入ってまいりたいと思いますけれども、その前に、本日御欠席の

松尾委員から書面で意見を提出していただいておりますので、事務局から御紹介お願いい

たします。 

【企画課企画専門官】  本日御欠席の松尾委員より御意見を頂いておりますので、読み

上げさせていただきます。 

 最適活用の実現に向けた土地政策の今後の方向性についてということで、お手元にある

事務局資料の抜粋資料の①から④の項目に沿いまして御意見を頂いております。 

 ①成長分野の土地需要を踏まえた土地・不動産活用の円滑化の重点的支援という項目に

関しましては、物流施設の購買立地等の傾向を踏まえた土地の最適活用の議論等をさらに
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敷衍する方向で、マクロ的な観点からの国土の最適活用の議論を、長期的な視野から展開

していくことが必要ではないか。物流施設等にとどまらず、より広く企業設備、官公庁の

施設等を含め、大都市地域への集中緩和、地方分散に通じるような最適配置の可能性につ

いて、包括的かつ長期的に検討する仕組みを整えることが望まれる。 

 続きまして、②の不動産投資市場のさらなる成長に向けた環境整備に関しましては、不

動産投資の促進に向けた国の基本政策として、持続可能な開発目標（SDGs）へのコミット

を明確に提示し、その手段としての責任投資原則（PRI）、環境・社会・企業統治（ESG）投

資等の一般化・標準化を図るという基本方針を、より体系的にわかりやすく、かつ徹底し

て具体化する姿勢を示すことが期待される。 

 続きまして、③の不動産流通の活性化、不動産市場の国際化への対応に関しましては、

既存住宅流通市場が拡大しない原因についての再検討と、それを踏まえて積極的な施策の

実施が必要である。その際、④の情報基盤の充実の施策と関連づけ、かつ、不動産賃貸市

場の活性化の施策とも組み合わせて、包括的な施策を充実させていくべきである。 

 最後に、④の最適活用される情報基盤の充実に関しましては、不動産に関するIT化の技

術進歩をキャッチアップし、消費者保護、個人情報の保護等の考慮も含め、技術革新をリ

ードできるような体制を構築することを国の基本施策として目指すことを検討するかどう

か明確にすべきではないか。そのために、既存の不動産関連情報のIT化の現状と、相互の

連結可能性を包括的に視野に入れる必要がある。また、所有者不明土地問題への対応策と

しての不動産登記情報の整備の動向との関連性も踏まえる必要があるか。 

 以上のような御意見を頂きました。 

【中井部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、意見交換に入ってまいりたいと思います。残りの時間、まだ１時間強ござい

ますので、議事となっております最適活用の実現に向けた土地政策の今後の方向性につき

まして、ただいま説明していただいたものを基にということになりますが、委員の皆さん

のお手元にも、紙で、最適活用の実現に向けた主な目的と今後の方向性という資料１の抜

粋がございますので、それを御覧いただきながら、御質問、あるいはこれまでの御説明の

御質問も含めて、御意見をお願いできればと思います。 

 どの委員からでも結構ですので、いかがでしょうか。 

 井出委員、どうぞ。 

【井出委員】  説明ありがとうございます。とても細かく、よくわかりました。 
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 まず、全体として、これまでの主な取り組みの成果ですか、実施状況というのをもう少

し細かくきちんと整理していただいて、どれがどの程度進んでいるのかということを一度

情報として見せていただきたいなというふうに強く希望します。うまくいっているものも

あれば、まだまだ使いにくいとか、いろいろな状況で進んでいないものもあるというふう

に個人的には思っていますので、それをこれからさらに進めていくために、何が必要かと

いうことを一度整理していただきたいなというふうに思います。 

 それを前提として、まず手元の資料の①のところなのですが、①の今後の方向性のイメ

ージということで、特にインバウンド観光というところが非常にすごく需要として大きい

ということで、伸びていくのはよくわかるのですが、やはり、オーバーツーリズムという

こともそろそろ検討していただきたいなというふうに思っています。やはり、持続可能で

ないと、海外の、例えばオーバーツーリズムのすごいところですと、土地利用を制限した

り、いろいろなことを最近始めていますよね。あるいは、逆に、住民がどんどんほかのと

ころに移ってしまって、完璧な観光だけの町になるようなところも増えてきているので、

そういった長期的な持続可能性というのは②に出ているのですが、①においても、やはり

持続可能性と国土の全体のバランスということを考えて、こういった施策を進めていただ

きたいということで、やはり実施していく上では、各地方公共団体のマスタープランとど

ういうふうにきちんと連携をとっていくかということがとても大切だと思います。既に幾

つかの事例では取組が進められていると思いますけれども、ぜひ地方公共団体との情報連

携と適切なアドバイス、支援というものをお願いしたいと思います。 

 特に気になりますのが、④ですかね。情報関連なのですが、かなり思い切った資料がと

いうふうに拝見したのですが、やはり、価格に関しては、もう公的、価格の均衡というこ

ともありますので、ただ取引価格をそのまま出していくということも、ある意味非常に慎

重であるべきところもあるかと思います。ぜひ自治体と連携をとっていただきたいのです

ね。そうでないと、例えば、全体としては７割とか６割とかというのがありますけれども、

個別の評価方法については、相続税等の場合と、固定資産税の場合でかなり違ったりして

いて、非常にトラブルも起きやすいので、ますます情報が出ていくと、これはおかしいん

じゃないかというふうなことも出てくる可能性もあるので、そこは進めていく上で、特に

自治体と丁寧な連携をとってやっていただきたいと思うので、特にその２点をお願いした

いと思います。 

 以上です。 
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【中井部会長】  ありがとうございました。 

 ほかの委員の皆さん、いかがでしょう。 

 田村委員、どうぞ。 

【田村委員】   

全体像がわかりにくいと感じました。今の、欠席委員からも「包括的」にというお話があ

ったところです。このお話が始まった際には「不動産価値が高い・低い」という軸と「土

地利用は最適・不最適」という軸引くと、「価格は高」「最適活用されている」のが理想で、

「価格が低」「最適活用されていない」何も動いていない土地、「最適活用されている」け

れども「土地の価値は低い」は「地方」なのかと思ったり「最適活用されていない」のだ

けれども「価格は高い」となると、非常に経済的には意味がありバブル期に近い。その４

象限でいいのかどうか。４つを示し、その１つ１つに何かしらの施策というものが当て込

めるのか。土地の現状を４つ整理できたとすると、それにどのぐらいの割合の国土が当て

はまるのかということについても、イメージがちょっとできませんでした。 

 一番わかりやすかったのは「土地の価値は低い」かもしれないけれども「最適活用され

ている」という意味では、地方でそういうものを活性化しようというので、皆で持ち寄っ

た土地を買えるというような施策がありました。 

 全体に対しては、データ基盤の整備というのは自律的活性化に対しての整備というふう

にお聞きをしたので、効果はあると期待できます。一方で、土地政策のフレームが整理さ

れていなければ、悪用する人も出てくるので、そうなると、施策の方向性やその期待され

る効果を、全体的にわからせなければいけないのと思いました。もちろん取引される方で

あるとか、鑑定士の方には、情報提供はしているというふうに言うのですけれども、その

意味づけがうまくできているのかなというところがわかりませんでしたというところです。 

 今の話を整理すると、どういう目標を立てて、ターゲットを決めて、どのような施策を

どう打っていくのかというのはわかりにくかった。それから、関係者に対する意識啓発に

ついても、その施策の意味づけががわからなければ悪用されるのではないか。そして、そ

の意味づけを国民への周知というのが入っていなかった 

 防災面のところからというところでは、ハザードマップは東日本大震災以降、L1、L2と

いう考え方があって、わかりやすく言うと、100年に一度起こるようなハード対策で整備を

されているようなハザード情報と、たまにしか起こらないけれども起こったら大変なこと

になるという1,000年に一度のものと、ハザードマップは今２つつくるようになっていま
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す。計画をするのはその小さい想定で、大きい想定に対しては、よりハード対策だけでは

守れない。住民啓発のためには、一番甚大なものを併せて公開しているのです。一方で土

地政策の観点から言えば、1000年に一度のハザードマップだけをもとに考えると、もう住

めない、土地として活用はできないという地図にも見えてしまうので、土地政策を考える

観点から、その2つの想定を分けて理解し、土地政策にどのように生かすべきかを整理しな

いと混乱すると思います。 

 西日本豪雨の真備地区のように、新たに開発された土地で発災するということもありま

す。そういったところの情報をどうするか。それから「過去に災害が起こった実績」あわ

せて公開していくのか。もちろん、そのデータベースづくりについては、こちらの部局だ

けではなくて、国交省関係課や内閣府の力を借りる必要があります。 

【中井部会長】  ありがとうございます。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 では、池邊委員。 

【池邊委員】  すみません。２つほどお話しさせていただきたいと思います。 

 １つは、最初に御紹介のあったグリーンインフラ推進戦略なのですけれども、こちらは、

遅まきながらやっていただいているという意味ではあれなのですけれども、今日の中では、

やはり不動産の市場とのグリーンインフラとの関係というところが、将来性も含めてあま

り明確ではなかったし、多分、そういうことは今のところ考えていらっしゃらないのでは

ないかなと思います。EUなどですと、向こうの政策投資銀行のような形で、グリーンイン

フラに対する投資というのがきちんと考えられてきているわけですけれども、日本でも、

これはやはり、推進戦略というふうな形でやる以上、グリーンインフラというものがどの

ように役に立つのかと、機能を果たすのかという、先ほどの災害面もそうですし、グリー

ンでいるだけで、斜面林とかもそうですけれども、その意味合いというのが価値があると

いうことで、そこに関しての投資というようなところも、ESG投資とSDGsは入ってくるので

すけれども、その中にこのグリーンインフラというのがきちんと位置づけられないと、日

本でお題目のようにグリーンインフラやりましょうというような形で、来年から緑の基本

計画にも入れ込められるそうですけれども、ただ計画として入るだけで、何の担保にもな

らないし、それが価値を生むというような話にはなかなかならないので、そのあたりにつ

いての議論をぜひとも深めていただきたいというふうに思います。 

 ２つ目には、防災上のお話です。今回のお話では、土地履歴調査を改めて実施されると
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いうことで、非常に画期的なことだと思うのですけれども、日本の中では、やはり災害履

歴というものに対してものすごくネガティブに隠されてきたという事実はございますし、

また、それ自身が今、国交省の中でも、宅地防災のほうの委員会にも私、出させていただ

いているのですけれども、既にかなりの価値のある、いわゆる戸建て住宅地などが、かな

りの災害履歴を持ったところであるというようなこともまた事実であり、そういうところ

を、こういう不動産のシステムによってどんどんなし崩しにパッケージのような形で入っ

ていってしまってもよいのかどうかというあたりが２つ目でございます。 

 ３つ目は、先ごろ私、石川県の視察に行く機会がございまして、この小松駅南ブロック

の複合施設も見せていただきまして、そのほか、石川県内を通ったのですけれども、輪島

のようなところで、朝市で有名なところでございますけれども、昼間から次の日の朝、午

前中まで、バスの１台も車の１台もほとんど通らず、人も、少しは朝市には行っているの

ですけれども、そういう状況というのがあって、非常に道路だけが拡大されて、大きなホ

テルができているのですけれども、一方でそういう人っ子一人いないという町ができ上が

ってきてしまっている。ですから、これ、災害という意味での防災は入っているのですけ

れども、人がいない町に住むということに関する防災というか、そういう部分については

どうなのだろうかと。 

 日本においては、先ほどの資料の中では、孤独死とかそういう意味での、戸建て住宅で

の高齢者の一人住まいというものに対してのいろいろな配慮はあったのですけれども、で

は、これは災害公営などでも既に起きていることですけれども、集合住宅に入った高齢者

であるとか、そういう者に対する、何もなしにどんどん共同化が進んでいくというような

状況が懸念されるという意味では、そういった意味での、不動産市場だけが出ていくとい

う部分、不動産市場だけがどんどん流通していくけれども、それが果たして、この持続可

能性の確保や地方創生というところに役に立っているのかと。不動産としては、一応売り

ぬけた、あるいはリートが組めたというふうにはなるけれども、その落ちる先は地元住民

にではなくて、全く投資家の方だけという形になりますので、そういったときに、地元の

方々というのの、利益と言ったら変ですけれども、住む、あるいは住み続けるという意味

合い、そういうことに対する配慮はどうなのだろうかと、そのあたりについての御検討も

ぜひともお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

【中井部会長】  ありがとうございました。 
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 では、ここで一旦、事務局のほうから少し、何かこれまでの委員の御発言に対してのレ

スポンスをお願いしたいと思います。 

【大臣官房参事官】  すみません。全て的確にお答えできるかどうかという部分もある

のですが、まだ宿題を頂くという部分もあるので。 

 委員から、インバウンドの成長に目をとられることなく、持続可能性とのバランスとい

う御指摘をいただきました。インバウンドだけに限らない視点かなと思いますので、大き

な方向性の中で、成長と持続可能性みたいなバランスを、土地基本法の水準でしっかり意

識するということ、それで、具体的に不動産投資とか、不動産取引の活性化の局面で、こ

のバランスをどうとっていくかというのは、ちょっと難しい宿題ではあるのですけれども、

しっかり受けとめて検討したいと思います。 

 それから、取引価格の生情報が出るだけだと、かえって公的評価などとの関係で課題も

あるのではないかという御指摘は、我々もずっと意識していることです。常に公的評価の

情報を出すことと、わりと生に近いデータを出すこと、両輪で市場に対して、間違ったメ

ッセージにはならないけれども、なるべく正しい情報をどうやって出していくかというと

ころ、腐心してきているところではありますので、方向性としてはそういうことはしっか

り意識しながら、ちょっと今、土地基本法の話に無理やり結びつけると、若干、公的評価

だけが前面に出ている感じもするので、そういう意味では、ここを取り組んでいることと

の関係では、ちょっとバランスをとりつつ、しかし公的評価はもう要らないで、生の情報

を皆が見られればそれでいいのだみたいなことではないのだということでは、もちろんそ

うじゃないかなというふうに思っていますので、少しそういうことも意識しながら、方向

性と具体的な施策の展開でやっていきたいと思います。 

 それから、田村委員から、ちょっと全体像がわからないという厳しい御指摘を頂いて。

個別にテーマを切り分けたことと、少し前回の2016年の整理みたいなところから、ちょっ

と出発が曖昧になっている部分もあろうかなと思います。事務局のほうでも、全体の議論

の整理、再度試みて、次回はテーマ会になってしまうのでそこまでに間に合うかあれなの

ですけれども、とりまとめに向けては、少し全体の整理についても頭の整理をしながら御

提示していけるようにしたいと思ってございます。そういう課題と、課題の対象物の割合

みたいな話は、実はよく御指摘を頂くのですけれども、実は結構悩ましい問題で、いろい

ろ試みたいとは思いますけれども、うまくこなせるかどうか自信がない。 

 防災の関係については、御指摘の点を非常に考慮しながら、方向性の面と、具体的な施
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策について、ハザードマップを出すという施策自体の目的と、そういうリスク情報を不動

産市場が透明になるために出すということとが、簡単に一致しないというのは御指摘のと

おりかなと思います。今、取り組んでいることも、その辺も含めて慎重にやっている面は

あるのですけれども、その辺はしっかり配慮して対応いたしたいと。 

 池邊先生からいただいたグリーンインフラの件、私どもちょっと未消化なところがあっ

て、しかし、視点としてはぜひ、次のテーマなどとの関連も含めて、これからの土地需要

との関連性とか、もう少し考えて、全体の中でどういうふうに整理していくか試みたいと

思っています。中での関係部局ともよく議論しながら、御指摘も踏まえながら整理させて

いただきたいと思います。 

 地方の非常に厳しい状況は、全く御指摘のとおりかなと、全然次元の違うリスクみたい

な話、その辺も少し考慮に入れながら検討に反映させていただきたいと思ってございます。 

【中井部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、奥田委員、どうぞ。 

【奥田委員】  机上配付をいただいた資料１の19ページ、①のところで、今後の方向性

としてイメージを記載していただいています前半のこういう需要が増えているというのは、

まさにそのとおりなのですが、皆様御指摘ありましたように、現実には、こういう需要が

多過ぎてしまって、不動産価格が非常に上がり、利回りが下がり、購入者の目線が合わな

くて、取引量も減っているという状況があります。 

 井出委員や松尾委員から最初に御指摘がありましたように、そもそも国全体の土地利用

の観点で、地域にどういう配置をしていって、新しい供給を生み出すような形に持って行

くのかというところが非常に重要なところに来ているのではないかと思います。限られた

地域の中で、極めて多くの需要が殺到して、価格が上がるというようなことが現実に起こ

っていますので、むしろこれが供給なり需要を阻害している要因になっていると思ってい

ます。 

 前半に、新たな需要と書いてあるにもかかわらず、最後も、土地需要の喚起を図ると書

いてあるのですけれども、土地需要はもう既にかなりあるというふうに思います。むしろ、

にぎわいと活力を生み出していくためには、今後の国土における新たな供給体制ですね。

利用の仕方、マスタープランと言うのかわかりませんけれども、こういうものをどう考え

ていくのかということを、ぜひ検討していただきたいと思っています。 

 次の20ページの②の環境整備のところですが、持続可能性の確保というのは、これは極
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めて重要で、前回からもいろいろお話が出ておりますが、ESGですとか、災害への対応、こ

れがまさに持続可能性を維持するというところで重要なポイントになってきます。災害に

ついて言えば、ハザードマップですね。これは従前から整備をしていただいているわけな

のですが、これが有効に活用されていないという側面は無視できなくて、現実には、価格

が上がっている中で、こういう危険地域が割安だということで、多くの取引がなされてい

るということも実態としてあります。重説の説明段階では、もう遅いですね。ほとんど契

約が決まっていますので、その時点で初めて知っても、価格は安いし、実際に買ってもそ

んなに被害は起こらないだろうというのが普通の人の感覚です。むしろ、考えるべきは、

既にこういうエリアに多くの住宅ができてしまっていること。たくさんの住民が住んでい

ること。例えば江戸川区の人口も増加しており、こういうところに対して、ではどう対策

をするのか、避難する場所はどう確保するのか、災害が起こったときに、住民をどう移動

させるのかというような面も含めて、災害対策ということについてはぜひ真剣に考えてい

ただきたいと思います。 

 地方創生に関しては、まさにもうそのとおりだとは思うのですけれども、資料の中で、

地方のリートの取得物件の割合が比較的上がってきているというのがあるのですが、これ

は東京都心部等が価格が上がり過ぎたので、比較的利回りの高い地方に流れているという

ことで、いい物件については需要があって取得されている。さらに、もし地方も活性化し

ていこうということであれば、それなりに魅力ある、地方が成長するのだということが明

確に示されていけば、当然、それを踏まえたお金も回っていくわけでして、市場はそうい

うふうに動いていきます。なので、先ほどのマスタープランもそうだと思いますけれども、

ここが明らかに将来性があるということが示されれば、投資資金が回って、地方も含めた

投資市場の活性化は図られていくのではないのかと思っております。 

 次に、22ページの④の最適活用のところですが、災害情報についてはそうなのですが、

先ほど御指摘もありましたように、資料２で、いろいろ情報を整備して、不動産市場の透

明性を高めていくということが取り組まれています。市場の不完全性を改善していくとい

う意味で、情報をオープンにするというのは非常にいいことだと思うのですが、不動産取

引については、基本的に何らかの事情があります。これに対して、世の中の人たちをミス

リードしていかないように、地価公示は標準化という形の価格を提示しているともいえま

す。資料の９ページのところで、官民連携による地域の不動産情報の活用促進というのが

あります。不動産価格だけではなくて、例えばハザードマップも含めた、それ以外の価格



 

 -24- 

形成要因を折り込むデータを整備していくと、これは非常に個人的に興味というか、有効

ではないかと思っていまして、価格なり、賃料なりに影響を及ぼす価格形成要因というの

はいろいろなものがあります。地盤情報などもそうですし、市域でどれぐらいの物件が着

工しているかとか、賃料水準もそうなのですけれども、人口流入とか転出がどれぐらいに

なっているのかということは、高齢化情報も合わせながら、いろいろな要因が、これは価

格に影響したり市場に影響します。いろいろな情報が、こういうデータの中で容易に見ら

れるようになるということになれば、市場分析の精度が上がってきますので、むしろ地価

公示にも役立ちますし、地価公示で使っている情報をこういうふうに使っていただくとい

うことで、相互に補完するということも可能になるでしょう。ポテンシャルがあるような

印象を受けまして、期待しています。 

 以上です。 

【中井部会長】  ありがとうございます。 

 ほかの委員の皆さん、それではいかがでしょうか。 

【浦川委員】  よろしいですか。 

【中井部会長】  はい、浦川委員。 

【浦川委員】  御説明ありがとうございました。 

 この最適活用の実現に向けた主な取り組み、大きく４つ示していただいているのですが、

この最適活用がなされた後の持続性というところまで踏み込まれていいかなと。例えば、

災害情報、４番のところなどだと、ある程度予測できるもの、それから過去の経歴、ハザ

ードマップとかで予測できるものと、今回の千葉の停電みたいに、どこの場所でも起こり

得る、予測できないそういった災害、そういったものに対してのやはり踏み込みがあると

もっといいのかなと。例えば、冒頭に物流の話がありましたが、やはりｅコマースの発達

により、店舗から物流に、そして、現在今、在宅勤務とかテレワーク、今回の災害などで

も、やはり交通網の破断によりまして働く場所に行けない。今後、オフィスの充実もさる

ことながら、オフィスのBCPと、家庭、サテライトオフィスの充実、この辺で、すぐできる

ものと恒久的、時間がかかるものとあると思うのですけれども、すぐできる、非常に具体

的な話としては、やはり情報の遮断が一番怖い。それから、パソコンと電話が使えなくな

ることが怖い。これはごく少量の蓄電池で賄えるのですね。そういった具体的な、リチウ

ムイオン電池がいいのか何がいいのか、簡単な太陽光と発電設備と蓄電池があれば、情報

が遮断されないですね。ですから、これをやはり職場だけではなくて、家庭や各サテライ
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トに配置する、そういった補助とか軽減制度に踏み込まれますと、予測できるBCP対策と、

予測できないBCPに対しての備えができるのではないかなと思いました。働き方改革も含

めまして、やはり職場の多様化、働く場所の多様化に対する備えを折り込んでいただくと

よろしいのかなと思いました。 

 以上です。 

【中井部会長】  ほかの委員の皆さん、いかがですか。 

 杉山委員、どうぞ。 

【杉山委員】  今回、最適活用の実現に向けてさまざまな論点の整理をいただき、また、

本日ご紹介のあった不動産投資市場の活性化に向けた不特法の一部改正やエリアマネジメ

ントに対する負担金制度の創設等、新たな施策を進めて頂くなど、現場に身を置くものと

して、国交省をはじめ関係者の皆様のこれまでの取り組みに感謝申し上げます。 

エリアマネジメントについては、都心に限らず、今、非常に様々な地域で取り組まれてお

りますが、お金をなかなか集めづらいエリアでも、この様な制度を持つことによって、し

っかりとまちづくりに取り組める体制ができるのではないかと思います。 

私は現場に近いところにおりますので、本日は、その観点で話をさせていただきます。 

一点目は、リート市場の活性化に関してですが、前回も申し上げたように、オフィス、住

宅、物流施設を投資対象としたリートについては、一定の規模になったものと承知してお

ります。おそらく、今後様々な分野での取り組みを考えたときに、やはりヘルスケアや、

インフラ関連といった分野が、資金を回し、開発を通じて土地の最適活用を進めていくと

いう意味で１つの方向性だと思っております。ヘルスケアの内、高齢者施設については、

従来は個人の方の土地活用という側面が大きく、なかなかリートに乗せづらい部分もあり

ましたが、最近はリートで取得する物件もかなり増えてきたということですから、今後は

活性化が進むと思います。一方で、医療施設に関しては、国交省でも取り組んでいただい

てはおりますが、様々な制約があり、まだまだこれからというところでありますので、我々

業界としてもこれから取り組んでいかなければならない分野と思っております。 

 二点目ですが、現在、コンセッションが大変進んでおりますので、将来的にそういった

コンセッションにおけるインフラ投資、これをリート化できるのかどうかもポイントだと

思います。特にコンセッションの場合は、都心ではなくて、地方における案件が多い状況

ですので、リートにこれらを取り込んで資金循環を起すことが出来れば、新たな展開につ

ながるのではないかと思います。コンセッションはまだ始まったばかりですので、今後、
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こうした取り組みをどう進めていくか、我々も考えていきたいと思いますし、国交省にご

相談申し上げる場面も出て来るのではないかと思います。 

 三点目ですが、ストックを生かすという意味で、住宅流通の課題が挙がっておりました。

日本は、非常に新築中心でしたが、最近になって漸く中古住宅流通が増えてまいりました。

冗談の様な話ですが、アメリカの場合は、新築住宅を購入すると瑕疵が多いので、１度誰

かが住んだ後に購入したほうが良いという話があるようですが、日本の場合はこうした問

題はまず生じないため、新築が選ばれるのだと思います。インスペクション制度も導入さ

れておりますが、今後、環境に配慮するという意味から、住宅に限らずオフィスも含め、

リノベーションをもう少し取り上げても良いと感じます。日本とアメリカでは、地震の問

題等、建築物を取り巻く環境が違うので一概には言えませんが、例えば、私どもが昨年ワ

シントンで見学したビルは、リノベーションによって余剰容積を上のフロアに積み増して

おりました。日本の場合は、荷重や地震への対応が課題となり、おそらく現状では難しい

と思いますが、例えば、容積移転によって余剰容積を有効に使うなど、何らかのインセン

ティブを付与することで、住宅も含めた既存ストックの有効活用がさらに進められるので

はないかと思います。 

 最後に四点目ですが、都市の生産性向上に向けて長期保有土地等に係る事業用資産の買

換特例の延長の話がございました。本特例については、どうも都市部での活用事例だけに

目が行きがちですが、実際は様々な産業の事業の再編の中で、都市部・地方部を問わず幅

広く活用されるものであり、工場の移転によって生まれた用地を有効活用していくことが、

地域の活性化につながるケースも多々ございます。移転元のエリアも発展するし、移転先

のエリアも発展するという意味では、この買換特例制度というのは非常に重要だと思いま

す。本特例制度は、今年末に期限切れを迎えますが、土地の最適活用の観点からも非常に

重要なポイントだと思いますので、是非引き続き国交省に頑張っていただきたいと思いま

す。 

 私からは以上です。 

【中井部会長】  ありがとうございます。 

 ほかには、いかがですか。 

 では、谷山委員、お願いします。 

【谷山委員】  では、私から、机上の資料の①から④に沿って少しコメントをさせて頂

きます。まず①のところで、これは何人かの委員からもご指摘があったかと思いますが、
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やはりインバウンド観光、物流施設、子育て支援等に関しては、これも長期的なビジョン

として見たときに、この３つで良いのかと感じてしまいます。短期的に、今のマーケット

の環境というものを捉えると、もちろんこのインバウンド、物流、子育て支援というのは

あると思うのですが、今般の土地基本法の改正であったり、もしくは今度の新しいビジョ

ンというものを考える上では、もしかしたら来年や再来年には違う需要が出てきている可

能性もやはりあるわけです。成長分野の土地需要というものを、長期的に見ていくべきな

のか、短期的に見ていくべきなのか。そして、短期的であればもちろんこれでいいと思い

ますが、長期的な視野に立ったという形であれば、常にこういう新しい需要が生まれると

いうものを、いわゆる政策として把握できるような体制やモニタリング機能的なものを持

っておくというのが、そもそも大前提としてあるべきではないか。最初から、このインバ

ウンド、物流、子育て支援というのを決め打ちで今後の方向性をつくっていくというのも、

長期的な話になってくると結構つらいような気もするので、その辺も、前回の議論でもあ

りましたけれども、考える時間軸というか、それが最初にあって、こういう新しい事業や

成長分野を捉えていくというのが必要なのかなというふうに思いました。 

 次に②の不動産投資市場ですけれども、やはり2020年頃に30兆円という大きな目標があ

りますが、そこに対しての、いわゆる目標に対する活動や取組としてのESGであったりSDGs

というものをやることによって、これぐらいマーケットが拡大していくという評価指標が

あるのかどうか。そして不動産特定共同事業について、私はFTKという呼び方は非常に賛成

ですけれども、それを使った、特に地方での取組を拡大していくというのは、非常に重要

だと思っています。今日、資料の中でも少しありましたが、画一的な土地利用と言います

か、地方では、いわゆる都会のお金が入って画一的な土地利用が進んでいくというのがあ

る中で、最適活用を実現する手段としてFTKを使って、地域の方々が地域のお金を使って地

方創生を行っていくことに繋がります。それが目標の30兆円に寄与するかどうかというの

はちょっと置いておいても、不動産投資市場自体を拡大させていくというのが非常に重要

な論点になると思います。 

 ③と④に関して少し思うところとしては、データとテクノロジーというものは、分離し

て考えるべきではないと思います。③のところで、いわゆるIT重説などで新技術の活用と

いう話が少し出ていますし、④のほうは情報基盤という話になりますけれども、これもデ

ータだけあっても仕方がないですし、やはりテクノロジーだけあっても仕方がない。これ

らは２つ一緒に、包括的に、不動産に関連するデータと、それを活用してソリューション
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なり、生産性を高めていくようなテクノロジーの活用というものは、一つ大枠と言います

か、包括的に考えて一緒に推進していくというのが非常に重要だと思います。 

 そうすると、多分現状の新技術の活用というところも、おそらく今、不動産の仲介、流

通分野での活用が幾つか想定されていますが、当然、テクノロジーの活用は流通や仲介だ

けではない話です。開発や管理であったり、そもそもいわゆるエリアマネジメントやビル

マネジメントなど、不動産には幅広い分野がありますので、それら個々の分野において、

それぞれテクノロジーを使っていく観点が求められてくると思います。 

 最後、こちらの情報基盤の充実というところに関してですが、不動産取引価格情報や不

動産取引価格指数の提供は、非常に昔から精力的に国交省さんのほうでやられているとい

うのは重々承知をしておりますけれども、やはり１点考えていく必要があると思っている

のは、これを公表する体制というところに、課題というか問題点があると思っています。

というのも、現状、この不動産の価格指数であったり、取引価格情報みたいなものは統計

データになりますが、国交省さんの中では統計に精通した専門のスタッフの方というのが、

おそらく現行はあまりいらっしゃらないのではないか。異動でご担当者が変わっていくと

いう現状がある中、元データ、生のデータを公開すべきというわけではないですが、加工

統計を出していくためには、それを外部のシンクタンクにずっとお願いし続けるというの

も少し変な話ですので、やはり内部に不動産のデータや何らかの情報を分析するような統

計専門のチームみたいなものが、非常に難しい話というのは重々承知しておりますが、や

はりあるべきなのかなと思います。 

 データの公開自体も、非常に私は賛成派でして、オープンデータという形でどんどん出

していくことによって、データに基づいた新しい産業というものが、おそらく不動産業界

の中でも出てくるはずです。それに向けて、幅広く全ての生データを公開するというわけ

ではなく、ある一定の制約なり、何かの契約のもとで、そういう新しい不動産のデータサ

イエンスを行うようなスタートアップであったり、企業に、生データなり何らかの一定の

スキームの上でデータを提供することによって、加工統計というか、何らかの指標という

のをつくっていくエコシステムみたいなものを構築していくことも一つ必要になってくる

と思います。 

 私からは以上になります。 

【中井部会長】  では、ここで事務局に一旦振ります。委員の御発言に対するというこ

とで。 



 

 -29- 

【大臣官房参事官】  御指摘さまざまありがとうございます。ちょっと重なる論点もあ

るかなと思いますけれども、網羅的にならないかもしれませんが。 

 １つは、需要サイドみたいな話に目が行き過ぎているというご指摘を、切り口が何点か

あったかなと思います。むしろ、供給サイドでどうするのか。人口減少、高齢化とか、地

方が疲弊をしているみたいなことが頭にくっついていて、将来性の明るい方向みたいなこ

とを語る視点がちょっと弱いということも含めて、少しとりまとめに向けては考えていけ

ればなと思います。 

 それから、情報の出し方とかに関していろいろ御指摘をいただきましたので、そのあた

りに関して、具体的な施策のレベルの話と、大きな方向性でそれは何と言っていくのかと

いうことを整理しながら、とりまとめにうまく反映させていければなというふうに思って

います。価格情報そのものとか、価格形成要因でありますとか、そのあたりのデータの出

し方みたいなこと、そのあたりもしっかり整理をしていきたいと思ってございます。 

 それから、具体的な投資の促進の方向ですとか、有効活用を促す手段等についても幾つ

かご提案をいただきましたので、そのあたりについても、足元の話と、大きな方向性を少

し整理しながら、反映させていければなというふうに思ってございます。 

 我々のほうで情報そのものを自らどういうふうに分析するのかということに関しては、

データのオープン化というのは、一方でそれを加工して世の中に提供することを、外に外

部化するという観点もとっているわけなのですけれども、我々自身が責任を持って出すデ

ータの出し方みたいなところの役割分担も含めて、我々の体制の不十分さみたいなところ

に関しては、すぐできることというのは難しい面もあるかなと思いますけれども、ご指摘

は少し検討してみたいというふうに考えています。 

 以上でございます。 

【中井部会長】  では、辻委員、どうぞ。 

【辻委員】  私の意見は、今までの幾つかの論点を集めたようなものになります。現在

の関連施策は、全体としては、ミクロでオープン化を図って、その中で市場を中心に最適

活用を図るというものです。大枠については、多くの人が賛成しており、ご説明のあった

様々な具体的な努力は、私も、大方、正しい方向にあると考えます。しかし、既に委員の

中からも懸念が示されましたが、最大の問題は、全体として、整合性を保っていい方向に

進んでいるかどうか、十分に担保されていないことにあると思います。人口減少が始まる

一方で、AI化も進んできているので、以前より土地・床集約的に物事ができるようになっ
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てきました。この際、こうした変化があまりに急激なので、オープン化してそれを市場に

まかせるだけで、うまくいくとは限らないということです。 

 今回、出されている大きな政策方向の一つは、土地需要の喚起です。たとえていえば、

これまでも、過疎自治体の市町村長は、進む人口減少に対して、地域振興策をうって何と

か人口維持しよう努力してきました。しかし、実際は、総人口が３分の２、２分の１にな

っていく人口減少が進み、その人口減少に応じた最適な公共・公益施設の整備や見直しが、

効果的で活気あるまちづくりに不可欠だったのです。人口維持を目指した施策を、うまく

人口減少に応じたまちづくりに橋渡しできた自治体もありますが、誰しもがそうした現実

から目をそらし、結果として、更新されない住宅や施設が放置されたり、多くの空地や空

家に悩ませられている自治体もあります。人口減少に応じてまちづくりを更新していくと

いうことは、骨の折れることで、皆やりたくないのですが、この肝心な調整を市場にまか

せるだけで、ほんとうにうまくやっていけるのかどうかというのが、私の大きな懸念です。 

 土地価格を見ますと、地方の大半では、バブル以後は、安定的に推移してきました。そ

うしたなかで、最近はやや上昇基調になってきた都市もあり、表面的には良好な状況にあ

るといってよいと思います。しかし、実際は、地方の人口減少や高齢化はかなり進んでお

り、地方経済は厳しく、床や土地に対する需要は減少しており、今後もさらなる減少が避

けられない状況です。しかし、今でも市街地価格は高い水準に張りつき、なかなか取引自

体が進まない状況です。多くの地点が昔の価格で放置され、郊外部など一部の取引しやす

いところだけ、土地や床の取引をするので、そこの価格がさらに高くなってしまいがちで

す。 

 今回、ご説明のあった事例もよく見ると、さらに子どもが減っていくことが見こまれる

都市で、子育て支援施設や英会話教室、大学を整備していくもので、人口減少に抗う政策

にはなっていますが、必ずしも人口減少に応じたものとはなっていません。また、民活施

設は、需要が伸びないと、間接的に税金でその施設維持費から支えなければならなくなり、

後で返済問題が生じることもあります。一方、郊外型店舗の売場面積は、さらに増加する

傾向にありますが、その売り上げは減少してきており、床当たりの売上高は半分以下に落

ち込んでいるところもあります。それでも、郊外部でも中心市街地でも店舗を作りつづけ

られる構図です。それは、人口減少のなかで、除却は進まず、新築住宅はつくり続けてい

る住宅政策と類似しています。こうして土地や建物に関する需給ギャップが潜在的には拡

大してきていると考えられるなかで、これを無視して土地や床の需要喚起の施策を強調し、
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地価が堅調に推移していると「大本営発表」しても、全体の正しい方向性を担保すること

はできないと思います。 

 もう１つ言わせてください。ニセコ町や倶知安町が象徴的ですが、国際需要をどうみる

かによって、地方の市場も東京の市場も随分と、評価が変わります。わからりやすいので、

土地ではない人に関して例え話をします。少子高齢化が進む日本においては、東京でさえ

も、100年後に現在の生産年齢労働人口を維持するためには、その半分を外国人にたよらな

ければならない計算です。軽い気持ちで現状維持といいますが、少子高齢化の進む日本で

ほんとうに現状維持をするとすれば、おそらく通常の感覚を超えて外国に依存しないとい

けないのです。現在の東京の「人」に関してこうなのですから、ましてや、地方の土地や

床の価格水準をほんとうに維持するとすれば、その相当部分を外資や外需に依存しなけれ

ばならないはずです。それは、国内需要や国内所有者、投資を連想する大半の方のイメー

ジを超えるものと思われます。この点をしっかりと見据えて、大筋のところを間違えない

ように議論していただきたいと思います。 

 以上です。 

【中井部会長】  ありがとうございます。 

 佐々木委員、どうぞ。 

【佐々木委員】  全宅連の佐々木でございます。４点ほどございます。 

 今日の成長分野等々にかかわる問題なのですけれども、まずもって杉山委員のほうから

もあったように、住宅・土地・建物等々にかかわる各種の税制の特例が、ちょうど来年の

３月で満期を迎えるわけですけれども、これはぜひそのまま継続していただきたいと強く

また求めていきたいと思います。かなり影響がこれは大であります。 

 今日のレジュメ、かなり総論的な議論をずっとやられておりますが、それでよろしいの

ですけれども、まずもって一番の土地事情を踏まえた土地・不動産活用の円滑化等々につ

きましてですけれども、今日は農林水産省さん、あるいは都からお見えになっております

けれども、重要政策であります地方創生に絡めて、今、町場とか市街地区域の発展等々に

ついての議論を相当なされているのは、それはそれでいいのですけれども、やはり、里山

の整備とか、あるいは森林の管理・維持、これは実は大規模災害等々にもかなり大きく影

響を及ぼしているというふうに思っています。私自身も宮城、仙台から来ていますけれど

も、地方のそういったところにちょっと足を運びますと、いわば里山の整備がなされてい

ないために、動物が相当町中まで出てきているというのも事実です。これは里山が整備さ
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れていればそんなことはないのですね。もう近い将来に銀座をイノシシが闊歩する時代も、

もう多分あるかもしれません。そういうふうに思っています。 

 それから、いろいろな地方でのプロジェクトがあるのですけれども、農地法等々がかな

り実は大きな懸案になっていまして、こういったものもやはり弾力的に認めというか緩和、

あるいは融和をしながら活用に向けての、ぜひ後方支援策をお願いしたいなと、まずこれ

を申し上げておきます。 

 そして、３番の不動産流通の活性化なのですけれども、これは先ほど奥田委員さんのほ

うからもありましたけれども、官民連携による地域の不動産情報の活用促進の中で、今出

ているのは、圧倒的に多いのは取引価格、あるいは取引の量であるとか、そういったもの

が非常に関係されるのですけれども、むしろ私は日本国内における、いわばこういった土

地・建物にかかわる、あるいは地域にかかわるビッグデータというか、インデックスが整

備されていないと思うのですね。例えば、航空機はこの上空を１日にこれぐらいの時間帯

で飛んでいますよとか、その音はどうですかとか、あるいは、人口密度はもちろんですけ

れども、環境、就業人口、あるいは特殊な地盤であるとか、地形であるとか、そういった

ものも当然価格の査定、鑑定にはかなり影響を及ぼす、そういったものを引っ張ってくる

ことによって、さらに精度の高い鑑定評価、あるいは土地の正しい価格の根拠につながる

のかなと思っていますので、詳細は時間がかかりますので割愛させていただきますけれど

も、そういったものもぜひ考えたらいかがかなと思います。 

 そして、国交省が進めております安心Ｒ住宅等々に絡めてなのですけれども、もちろん、

土地の履歴も極めて重要であります。何百年前、あるいは何十年前も含めてですけれども、

必要なこともありますけれども、我が国には、残念ながら建物に対するいわば履歴制度と

いうものが、実は整備されていないと思っています。そういったものも、やはり新たな施

策として持つことによって、車の車検と同じですよね。定期点検を受けている車と、そう

でないものと、圧倒的な差が出てくるというふうに、これも価格に反映されるのかなと思

っています。ですから、建物なども、やはり定期的に、エレベーター等々についてはあり

ますけれども、躯体そのものについては実はあまりなっていないというのが自分の認識で

ございます。そういったものもつくり上げていったらどうなのだろうと思っています。 

 せっかく国交省がインスペクションの活用の促進、加えて安心Ｒ住宅の新たな制度の創

設など、非常にすばらしいことをやっておりますけれども、実はこれは一般国民の中にお

いてはあまり認識されていないというのが実態なのですね。ここは国を挙げて、建物、既
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存住宅の流通促進にもつながることですから、ぜひPRを続けていただきたいということと

同時に、ファイナンスですね。築20年、30年たったものでもしっかりとインスペクション、

あるいはこの安心Ｒ住宅の基準にかなうものが構築された場合については、新築住宅並み

とは言いませんけれども、やはり長期の住宅ローンなどもきちんと組んであげることによ

って、これは大きな促進の拡大につながるのかなと。いわば買いやすくなるというような

形になるのではないかと思いますし、クレーム等々にも発展しない、こういったことで考

えておりますので、ぜひこれも一緒にやっていきたいなと思っています。 

 ４つ目なのですけれども、既存住宅の流通の促進、それから不動産市場の国際化への対

応、もちろん結構だと思います。今、辻委員さんのほうからもありましたけれども、北海

道のニセコに先日お邪魔してきましたけれども、ゲレンデの前の土地が、何と3.3平方メー

トル300万円で取り引きされている。異常なぐらいの価格高騰をしている場所もある。いわ

ば特区的なことなのでしょうけれども、一方、そこから歩いて３分、５分すると、もう誰

も買わないような土地が待っている。このアンバランスは、やむを得ないのだろうけれど

も、ほんとうにあるべき姿なのかなというふうに、一つ疑問を呈した１人でありますし、

加えて、海外からの投資については、当然歓迎したいという国の施策もあろうと思います

けれども、初回の会議でも私、申し上げておきましたけれども、海外の方からの投資につ

いては、私は全面的に歓迎します。これは、SPCなり、あるいはファンド等々に対するお金

の投資は歓迎しますけれども、所有権まで全て持っていかれてしまうのはどうかなと思っ

ています。実は、ニセコの裏のほうへ行きますと、香港の会社がひと山を全部買いまして、

そこにセンチュリーハイアット等々の超高級ホテルのリゾートマンションを、今建ててい

る真っ最中であります。土地・建物も全て向こうの方々ものになっています。それを日本

の会社が管理していくというようなやり方のようですけれども、経済の流れからいきます

としようがないかもしれませんけれども、こういったものも注視をしながら、何らかの形

の日本独自のものを、やはり私はそろそろつくっておくべきではないかなと思っている１

人であります。 

 以上であります。 

【中井部会長】  ありがとうございます。 

 それでは、飯島委員、どうぞ。 

【飯島委員】  飯島でございます。 

 どこまで、どのようなアプローチで議論するのかということが、今までの御議論を伺っ
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ていても、まだわからないところがあり、恐縮に存じます。出発点となっている2016年の

報告書では、面的な規制誘導だけではなく、個々の土地への着目をするのだというところ

に１つの基本的なアプローチが示されているかと思いますが、本日お示しいただいた今後

の方向性の①、②、③を2016年報告書と照らし合わせますと、①のこれまでの主な取組、

最近の主な取組、特にコンパクト・プラス・ネットワークという取組と、もともと想定し

ていたものの間に、何らかのずれがあるように見えなくもありません。それは、これまで

の御議論にもありましたとおり、いわば国土・土地利用とか、地域政策として主に進める

のか、それとも、市場とか産業の側面から進めるのか、アプローチの仕方をどのように持

っていくのかという問題であるかと思います。②、③は市場のほうに軸足が据えられてい

るかと思いますが、①については地域政策として進めるとなりますと、全体の整合性がと

れるのだろうかという若干の疑問がございます。 

 なお、なぜこの違いを気にしているかと申しますと、地域に対するアプローチと市場に

対するアプローチとでは、公的な働きかけ、おそらく誘導になるかと思うのですが、その

やり方も、どこまでできるのかも違ってくるだろうということがございます。 

 また、市場への働きかけにつきましては、②でESGとかSDGsが非常に重要だ、国際的にも

普遍的な価値として認められてきているのだということ、そのこと自体は理解しているつ

もりですけれども、実体的な価値を市場に対して押しつけるということにもなるわけです

ので、それをどこまで市場の自治と整合的に展開できるのかという点も、考えていきたい

と思っております。 

 以上でございます。 

【中井部会長】  ありがとうございます。ひと当たり御意見を頂戴いたしました。 

 それでは、ちょっと私からも、もう大体委員の皆さんが言われたことと重なるのですけ

れども、２点ございまして、１つは、前回、直前のことではなくて2016の議論をしていた

ときにも確かにそういう議論はあったのですけれども、この最適活用の最適というのがち

ょっとマジックキーワードになっていて、どなたにもわりと耳障りがいいという。あると

ころから見れば最適なのだけれども、それは実は、ほかのところから見れば、必ずしもそ

うじゃないということが実際にはあって、少なくとも国交省の中で、他局も含めていろい

ろ進められていることと、ここで言われている最適活用の中身というのが、きちんと整合

がとれているかどうかというチェックはしないといけないのかなと思いました。辻先生が

言われているのも、おおむねそういうことなのではないかと私は解釈しております。 
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 その意味で、不動産投資市場も、基本は大きく成長させていくということなのでしょう

けれども、量的な話だけではなくて、おそらく投資がほんとうにどこに向いているのかと

いうことも含めて、もう少しきちんとした検証をした上で、とりまとめのほうは行ってい

くのかなというふうに思っています。それは大きく１点目です。 

 ２点目は、情報基盤とかデータのところなのですが、どういう情報をオープンにするか

はいろいろ議論がありそうなので、今日はそこには触れないことにしますけれども、いず

れにしろ、私が言いたいのは、取引というか、地価公示は地価公示のシステムがあって、

あるいはハザードはハザードのシステムがあって、それから、ほかにも土地に関する、あ

るいは建物に関するデータは住宅局のものがあったり、都市局のものもあったりと、こう

あるのですけれども、データはそれぞれを調査されたり、それぞれの管理をされたりする

のは担当の部局でいいと思うのですが、せめてプラットフォームぐらい共通にしてくれな

いかというのが私のあれです。 

 実は、谷山先生が言われましたけれども、プラットフォームを共通にして、その上にい

ろいろなものが、実は相乗りして乗っているというのが、新しいビジネスイノベーション

に非常に、他国の例などを見ていると、つながっていることが多いので、これは新産業の

育成という意味でも、土地に関するデータというのは非常にやはりニーズの高いデータが

多いので、それが共通のプラットフォームの上にいろいろなところのデータが乗っかって

いるという状況がよくて、この共通のプラットフォームをつくるとしたら、やはりこの局

の仕事なのかなというふうに思うのですね。なので、ぜひそこは検討していただければな

というふうに思いました。 

 私からは以上でございますが、事務局から、短く何かございますか。 

【大臣官房参事官】  御指摘を踏まえてしっかり考えを深めたいと思います。最後、何

点か御指摘で、中井先生のほうからまとめていただきました。 

 最適活用の話は、まさに、確かに御指摘のとおりです。それで、その前の飯島先生の御

指摘などとも共通しますが、一方で、市場で評価されるものというのを受けとめなければ

いけないという方向性の話と、しかし、土地基本法自体が、理念でもありますけれども、

土地というのは貴重な資源なので、しっかり計画的に有効利用していかなければいけない

という、それは何かやはり価値判断みたいなものが、それはかたい土地利用計画みたいな

こともあれば、もう少し理念的な話かもしれませんし、市場に働きかけるみたいなことを

どういうふうな手段でやっていくかということを議論しながら、どういうふうな方法で。
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昔であれば、それはがっちりと計画を組んで、そのとおりみたいな話だったものを、少し

相対化するということも含めて、新しく、どういうふうに市場に対して働きかけながら土

地利用、土地の管理がうまくいくようにするかということを、難しいのですけれども考え

つつあって、また整理して御提示していきたいと思います。 

 情報基盤の話は御指摘のとおりで、ただ、プラットフォームをつくるというのは、伝統

的には国土交通省で重々しいものをやっていて、それがそのまま進めたらうまくいくのか、

もう少し応用動作的なことも入れるのか、技術的な発展も含めて、あるいは、ものすごく

理想を高く持つのはいいのですけれども、それはなかなかたどりつかないみたいなものだ

と困るみたいなところも含めて、当面どういうことで市場に対して貢献できるのかという

ことも含めて、今取り組んでいることをもう少し、もう一度確認しながら、御提案してい

ければというふうに思っています。 

 以上です。 

【中井部会長】  ありがとうございました。 

 委員の皆さんで、１分ぐらいでまだしゃべりたいということがございましたら。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、本日はこのあたりで意見交換も終了とさせていただければと思います。 

 本日御議論いただきました内容については、御意見踏まえまして、事務局でとりまとめ

の方向性を整理する際に活用していただくということになろうかと思います。 

 それでは、予定されている議事は以上でございますので、本日の議事はこれで終了させ

ていただきたいと思います。 

 進行を事務局にお返しいたします。 

【企画課企画専門官】  中井部会長、ありがとうございました。また、委員の皆様にお

かれましては、本日は長時間にわたる御審議、ありがとうございました。 

 また、途中で設備の不備により、大変御迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。 

 それでは、これをもちまして、第33回国土審議会土地政策分科会企画部会を終了いたし

ます。 

 次回の第34回企画部会につきましては、お知らせしましたとおり、10月７日月曜日10時

からの開催を予定しております。 

 本日はまことにありがとうございました。 
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―― 了 ―― 


